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さらに
子育て世帯

１８歳未満の子1人につき

30万円加算！

空が広
い佐賀県に
移住しませんか？

100最
大 万円

佐賀県独自！
・・

全国

東京圏からの移住な
ら

（さが移住サポートデスク）

佐賀でのお仕事や暮らしの相談も受け付けています。
さが移住サポートデスクへお気軽にご相談ください　

地方創生移住支援事業

東京23区内在住または
東京圏＊から東京23区内へ通勤していた方
＊埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち条件不利地域を除いた地域

さが暮らしスタート支援事業

佐賀県外在住で
転入時49歳以下の方

さらに子育て世帯１８歳未満の子1人につき30万円加算！※
※子育て加算は2022年4月1日以降に移住した方が対象です。 ※2022年4月1日以降に移住した方が対象です。

詳細、申請方法は
佐賀県ホームページを
ご確認ください。

詳細、申請方法は
佐賀県ホームページを
ご確認ください。

佐賀県
独自！
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佐賀県外東京圏 から佐賀県への
移住・就業等を支援します

から佐賀県への
移住・就業等を支援します

（さが移住サポートデスク）
移住先の各市町へ

地方創生
移住支援事業

さが暮らしスタート
支援事業

さが暮らしスタート支援事業地方創生移住支援事業

※移住先の市町によって制度の有無、開始時期、条件が異なります。必ず事前に移住先の市町にお問い合わせください。
※各市町のお問合せ先・制度の詳細は佐賀県ホームページをご確認ください。

＊埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち条件不利地域を除いた地域

＊

佐賀県
独自！

（ア）移住元の要件
●住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、「東京23区内に
在住」又は「東京圏＊に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと

●住民票を移す直前に連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は
「東京圏＊に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと

＊埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち条件不利地域を除いた地域

※住民票徐票の写しを提出していただき、移住元の在住地・在住期間を確認します。

（イ）移住先の要件
●申請時において、転入後3か月以上1年以内であること

●転入先の市町に、5年以上継続して居住する意思があること

●以下①～⑤のいずれかに該当すること

①就職（一般）
■佐賀県が運営する就職マッチングサイトに掲載された移住支援金の対象求人
に就業したこと

■求人への応募日が、マッチングサイトへの求人掲載日以降であること

■週20時間以上の無期雇用契約であること

■転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

②就職（専門人材）
■プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業
したこと

■週20時間以上の無期雇用契約であること

■転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

③起業
■佐賀県が行う地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受
けていること

④テレワーク
■所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住したこと

■移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

■地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から市町が
定める資金提供を受けていないこと

⑤市町が定める関係人口
■市町や地域の人々と関わりを有する方（関係人口）のうち、市町が個別に設定
した要件に該当すること（市町によって制度の有無・内容が異なりますので、
移住先の市町にお問い合わせください）

次の（ア）・（イ）いずれにも該当する移住であることが必要です。

（ア）移住元の要件
●住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、佐賀県外に在住し
ていたこと
●住民票を移す直前に連続して1年以上、佐賀県外に在住していたこと
●転入時の年齢が49歳以下であること
※住民票徐票の写しを提出していただき、移住元の在住地・在住期間を確認します。

（イ）移住先の要件
●2022年4月1日以降に転入したこと

●申請時において、転入後3か月以上1年以内であること

●転入先の市町に、5年以上継続して居住する意思があること

●以下①～⑧のいずれかに該当すること

①就職（一般）
■佐賀県が運営する就職マッチングサイトに掲載された移住支援金の対象求人
に就業したこと
■求人への応募日が、マッチングサイトへの求人掲載日以降であること
■週20時間以上の無期雇用契約であること
■転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

②起業
■佐賀県が行う地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受
けていること

③農林漁業
■県と市町が定める人材確保支援策を活用して就業したこと

④スポーツ振興
■佐賀県ＳＳＰアスリートジョブサポエントリー企業（法人）に就業したこと
■県が定める人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること

⑤伝統工芸等
■伝統工芸品等の製造又は卸売を主たる業務とする事業者（県内に限る）に就
業したこと

⑥事業承継
■佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受け、事業承継が成立したこと

⑦空き家の活用
■空き家バンク制度を活用し、居住する目的で空き家を取得し、市町から取得、
改修等の助成を受けたこと

⑧市町が定める要件
■県と市町が協議して市町が定める要件に該当すること（市町によって制度の
有無・内容が異なりますので、移住先の市町にお問い合わせください）

次の（ア）・（イ）いずれにも該当する移住であることが必要です。

…など、この他にも要件がありますので、詳しくはお尋ねください。

2022年度
から開始

実施市町はホームページでご確認ください。

移 住 支 援 金 の 主 な 要 件
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